
福祉第２１９０号

裁 決 書

’一■平成２１年．１１月８日付けで行われた審査請求について、行政不服審査法（昭和３７年法律第
１６０号）第４０条第３項の規定により、次のとおり裁決する。

主 文 ．

■§､平成21年10月23日付けで審査請求人に対し行った生活保護変更決定処分
は、これを取り消す。

事 実

旭川市長（以下「処分庁」という。）は、審査請求人（以下「請求,人」という。）に対し、平
成２１年１０月２３日、生活保護法(昭和２５年法律第１４４号｡以下「法」という．）第２５
条第２項の規定に基づき、生活保護変更決定処分（以下「原処分.｜という。）を行った。
請求人は、原処分を不服として、平成２１年１１月８日、北海道知事に審査請求を行った。

請 求 の 要 旨
通院移送費（タクシー代）が、経過観察のための通院移送費は支給できないとの理由で支給さ

れなかったことが不服である。
、 裁 決 の 理 由
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一一２ 判 断
(１ )通院に係る移送費については、生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第
１５８号。以下「保護基準」というs)別表第４の４で「移送に必要な最小限度の額」と定
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められ、また、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日社
発第７２７号厚生省社会局長通知。以下「医療要領」という。）第３の９の(1)で、給付の
種類として一般的給付と例外的給付が定められており、同(l)のイでは、例外的給付とし
て、「身体障害等により、電車・バス等の利用が著しく困難な者であって、当該者が最寄り
の医療機関に受診する際の交通費が必要な場合」、「へき地等により、最寄りの医療機関に
電車・バス等により受診する場合であっても当該受診に係る交通費の負担が高額になる場
合」などに該当するものと認められる場合には、通院移送費を支給して差し支えないとされ
ている。
そして、移送費の例外的給付の手続きについて、医療要領第３の９の(2)のイでは、被保

護者から申請があった場合、給付要否意見書（移送）により主治医の意見を確認するととも
に、その内容に関する嘱託医協議及び必要に応じて検診命令を行い、「病状等から徒歩又は
電車・バスを利用して受診等を行うことが可能か」及び「受診する医療機関は、必要な医療
め提供が可能な医療機関のうち最寄りの医療機関であるか」を把握した上で、福祉事務所に
おいて必要性を判断し、給付の対象となる医療機関、受診日数の程度、経路及び利用する交
通機関を決定することとされている。
通院移送費を給付するか否かの判断は、前記(1)及び(2)により行うこととなるが、本件に
ついてみると､前記'の(4)のとおり、処分庁は､請求人について､主治
医から意見を得て、さらに、前記１の(5)及び(7)のとおり、嘱託医協議を行い、同様の意見
を得た上で､それらの意見に基づき検討を行い､のﾀｸｼｰによる移
送が不要であるとして、移送費の支給を認めないとして本件却下処分を行った。

で治療を受けている傷病だけに注目すればﾀｸｼーによる通院が必要であ
るとすることは難しいと一般的にば考えられる。

(2)

(3)

を受ける傷病に係る主治医のこれまでの意見から判
の通院においても多大な影響をおよぼすおそれがあ

しかし、請求人
断すると、当該傷
るものと認められる｡。
このように、処分庁は、本件却下処分に当たり、請求人が、医療要領第３の９の(1)のイ
の(ｱ)に定める｢身体障害等により電車.バス等の利用が著しく困難な者｣に該当するかど
うかについて､■■■■■■■で請求人の治療を担当する医師(以下｢主治医｣という｡）
からの給付要否意見書及び嘱託医協議の結果を踏まえて判断を行っているが、主治医のタク
シーによる移送が不要である旨の意見は､主治医が治療を行っている傷病{■■■■■■■
■が公共交通機関の利用に影響を及ぼさない病状であることに基づくものであることが想
定され、また、処分庁から提出を受けた資料からは、請求人が公共交通機関を利用するのに
障害となる傷病力■昼であることが容易に推察できるところ２請奉ﾉLに係る医療要領
第３の9の(1)のｲの(ｱ)にいう｢身体障害等｣の判断に当たってI-の影響につい
て加味すべきことが明らかであるのに、請求人に係る公共交通機関の利用の可否を判断する
に足る請求人の病状を十分に把握し得ないと思われる主治医の意見と嘱託医の意見とが一致
していることにより移送の給付が不要であるとしてなされた処分庁の判断は、検討が不十分
であったと言わざるをえない｡
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また､処分庁は､請求人から本件審査請求があった事実を受け､請求人０
への通院移送費の支給の可否につい協議を行っているが､既に述べたとお
り､請求人にとって公共交通機関の利用が困難とされる主要因であの病状につ
いて､当該傷病の治療粗一一?担当している医師に対しても意見聴取を行うことが
必要であったとも思料される。

(4)また､保護変更申請に対する決定は：法第２４条第５項で準用する同条第1項及び第２項
の規定により、決定の理由を附した書面をもって通知しなければならないとされているとこ
ろ､請求人が行っーに係る移送費の支給申請に対する却下決定については、
処分庁において平成２１年７月２９日の決定を経て、請求人に対して口頭で通知されたこと
が認められ、この点においても、処分庁の本件申請に対する決定手続きは不適法である。

したがって、原処分は､･適法な処分であるということはできないから、主文のとおり裁決す
る。

平成２５年３月４日

高 橋 は る北海道知事
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